
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき、令和５年５月１２日付けで認

可した舩塚町中部町内会、令和５年１月１０日付けで認可した上田町北部町内会、平

成１３年１月５日付けで認可した淀生津町自治会、平成１３年１月５日付けで認可し

た大下津町自治会について変更の届出があったため、同条第１０項の規定により次の

とおり告示します。 

  令和８年４月２４日 

京都市長 松井 孝治   

  

変更があった事項及びその内容 

 

１ 船塚町中部町内会 

代表者の氏名 代表者の住所 （期間） 

井上 正和 
京都市中京区西ノ京船塚

町９番地１８ 

令和６年４月１日から 

令和７年３月３１日まで 

谷田 勇 
京都市中京区西ノ京船塚

町１６番地４７ 

令和７年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

羽森 洋 
京都市中京区西ノ京船塚

町１６番地４９ 
令和８年４月１日から 

 

２ 上田町北部町内会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 天羽 智彦 福井 孝 

代表者の住所 

及び所在地 

京都市右京区梅津上田町 

１番地の１０ 

京都市右京区梅津上田町 

６番地１４ 

 

 

１１４



３ 淀生津町自治会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 奥村 健司 林 努 

代表者の住所 
京都市伏見区淀生津町 

３４４番地 

京都市伏見区淀生津町 

３５３番地 

 

４ 大下津町自治会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 田原 治夫 奥田 政彦 

代表者の住所 
京都市伏見区淀大下津町 

９－２ 

京都市伏見区淀大下津町 

４－３２ 

 

（文化市民局地域自治推進室） 


